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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 市長直轄組織（スマートシティ推進課） 

１．現状認識 

と課題 

 

①庁内において、デジタルツールを活用した業務改善や業務上の

課題解決にかかる取り組みに対し、庁内各課（室）の意識に温

度差が見られる。 

②社会の急速なデジタル化の進展によるデジタル格差の拡大が懸

念される中、市民一人ひとりのデジタルスキルの習得を促す取

組みが求められている。 

③法改正により、R7年度末を期限として自治体基幹系システムを

「自治体情報標準化システム（ガバメントクラウド）」へ移行

することから、本年度から、順次、作業を進める必要がある。 

④行政窓口のDX化を進め、行政手続き業務を効率化し、市民にス

マートで利便性を高いサービスを提供することが求められてい

る。 

⑤スタートアップとの共創を推進することで、社会的課題の解決

を図り、市民サービスの向上と地域価値の向上を目指す取組み

を始める必要がある。 

⑥高度なデジタル知識を持つ、将来のスタートアップ人材の育成

が求められている。 

 

２．今年度の 

部局目標 

 

①職員のデジタルリテラシーの向上と意識改革、最新のデジタル

技術やデジタルツールの活用による働き方改革の推進 

②スマートシティに対する市民意識の醸成 

③自治体情報標準化システムへのスムーズな移行 

④『スマート窓口（書かないワンストップ窓口化）』の実装と

『行かない窓口（オンライン申請）』の推進 

⑤スタートアップとの共創に向けたビジョンと戦略策定 

⑥高度デジタル人材の育成支援 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

 

①最新のデジタル技術、デジタルツールを活用した業務改善の企

画提案及び支援、デジタル化を図る上で必須の前提条件となる

業務におけるペーパーレスの推進、職員を対象とした勉強会、

研修会の開催、WEB会議の推進、テレワークの推進など、デジタ

ル活用による働き方改革を全庁的に進める。 

②市民を対象としたデジタル教室の開催するほか、スマートシテ

ィ推進の取組みを広く周知する。 
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③国の動向等に注視しながら、関係部局と緊密に連携し、スムー

ズなシステム移行に向けたスケジュールと計画作成を行い、今

年度から段階的に移行させる。 

④窓口関係課による推進体制を構築し、窓口ＢＰＲを実施して事

業進捗を図るほか、オンライン申請のより一層の推進を図る。 

⑤スタートアップの成長に資する本市の魅力、アセット（リソー

ス）の可視化と方針の明確化を行うとともに、外部専門家、地

元企業、地域を巻き込んだ戦略会議を設置する。 

⑥市内学生向けのプログラミング講座やアプリ開発講座を開催

し、将来のスタートアップ人材の育成を図る。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（Ｒ５.４.18部長会議資料） 

部 局 名 市長直轄組織（防災・危機管理課・危機管理室・グリーン資産創造課） 

１．現状認識 

と課題 

① 過去３年間、市の災害対策本部における避難情報発令の実績が
なく、市の災害対応力の低下が懸念されていることから、組織
としての災害発生への備えを強化する必要がある。 

② 「桑名市防災拠点施設」のさらなる活用を図るための機能強化
に取り組むとともに、議会等からも指摘されている同施設の法
面被害にについて、早期に改修する必要がある。 

③ 南海トラフ地震や巨大台風等による大規模災害の発生時及びそ
の危険性が著しく高まった際の広域避難や事前避難等を想定し
た防災関連計画の整備を着実に進める必要がある。 

④ 経年劣化を起こしつつある既存の防犯、交通安全の取組を再整
備するとともに、地域において防犯・交通安全に取り組む組織体
制を防災分野との連携も視野に入れ、再編を図る必要がある。 

⑤ 市の重要課題の公共施設マネジメントについて、将来を見据え
た整理統合、再編強化等の方針を示すとともに、ゼロカーボン、
GX の観点を市の様々な施策に取り入れていく必要がある。 

２．今年度の 

部局目標 

① 実戦的な防災訓練の実施や災害対応体制の検討に取り組み、桑
名市及び桑名市職員の災害対応力の強化を図る。 

② 「桑名市防災拠点施設」について、備蓄機能と医療救護受入機
能の強化及び法面補強を一体的に進める。 

③ 広域避難計画を始めとする防災関連計画のさらなる充実を図
り、市の抱える災害対策上の課題への対応方針を明確化する。 

④「桑名市安全安心推進協議会」等との連携を図りながら、「安
全安心で公正なまちづくりアクションプラン」における重点課
題に取り組むとともに、推進体制の強化を図る。 

⑤ 中心市街地（桑名駅周辺エリア）における公共施設マネジメン
トの方向性を見出し、可能な取組から着手するとともに、「桑
名市版GX」の概念の確立と共有を目指す。 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 「桑名市版災害時タイムライン」を活用した、実戦的な図上訓
練を実施する。また、災害時の消防団との連携強化策を検討す
るとともに、外国人への災害時情報伝達手段の確立を目指す。 

② 「桑名市防災拠点施設」に、災害時には医療救護所に転用可能
な備蓄倉庫を増設するとともに、法面に非常時電源確保のため
のソーラーパネルを設置することで、施設の機能強化と法面保
護の両立を図る。 

③ 広域避難計画を「南海トラフ地震臨時情報」発表時や「高潮特
別警報」発表時の対応を取り入れてバージョンアップさせるほ
か、「個別避難計画」の策定を積極的に進める。 

④ 「子どもSOSの家」の実態把握を進め、全市的な改善に着手す
る。また、まちづくり協議会をハブとした、防犯、交通安全関
係の団体やNPO、ボランティア、そして将来的には防災分野の団
体等も視野に入れた連携・協働・協力のあり方を検討する。 

⑤ 中心市街地の公共施設の整理・統合を前提とした再編・活性化
策への民間提案を求めるサウンディングを実施し、今後の公共
施設マネジメントの方向性や具体策を検討する。また、これま
で進めてきたゼロカーボンの取組を継続しつつ、桑名市が進め
るべきGXについて研究を進め、今後の方向性を見出す。  
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 市長公室 

１．現状認識 

と課題 

①これまで公民連携により様々な行政サービスを民間事業者と連

携し行ってきた。しかし、将来にわたり持続的に行政サービス

を維持する為には公共施設の集約化・複合化・多機能化などの

再編に関するハード面や民間ノウハウを取り入れた行政サービ

スや民間サービスへの転換などのソフト面、その両面から対策

を講じていく必要がある。また、近々の課題である人口減少へ

の対策についても同様に対策を講じなければならない。 

②ウクライナ情勢に伴う資源エネルギーや物価の高騰、アフター

コロナ社会への対応、情報化技術の急速な進展などに伴い、社

会の構造や仕組みが大きく変化している。とりわけ、人口減少

問題は、今後あらゆる分野にさまざまな弊害をもたらすことが

危惧されており、大胆な発想と制度転換が求められてくると思

われる。 

③少子高齢化の進展に伴い、公共交通の運転手不足が懸念され、

また、高齢者の運転免許証自主返納者の増加により公共交通の

ニーズが高まる中、誰もが移動しやすい社会の実現が課題とな

っている。 

④新型コロナの影響による生活スタイルの変化に伴い、公共交通

の利用者が減少する中、燃料費高騰も相まって、厳しい経営状

況となっている。既存の公共交通を含めた市内交通全体の今後

の在り方について検討する必要がある。 

⑤「持続可能な街づくり」を進めていく上で、最も基本的、重要な

課題が、人口問題である中で、本市においても、今年度より「人

口減少対策パッケージ 14 万リバウンドプラン」を実施していく

中でも、とりわけ社会減について歯止めをかけていく必要があ

る。 

⑥広報くわなやホームぺージなど従来の情報発信ツールに加え、

ツイッター、ＬＩＮＥ、インスタグラムを活用しているが、情

報の精査とニーズにあった発信手段を考える必要がある。 

⑦2022年度のふるさと納税の実績は、前年度と比べて横ばいとな

った。他市への流出の増加を考慮すると、実質は減少してい

る。 

⑧「本多忠勝」「千姫」の大河ドラマ誘致を関係自治体とともに

目指している。 

⑨生産年齢人口の減少や行政課題が多様化・高度化する時代にお

いて、優秀な人材の確保は喫緊の課題である。また、近年の採

用試験においては、受験途中や内定後の辞退者が多いため、応

募者に本市を選んでもらうための取組が必要である。 
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２．今年度の 

部局目標 

①公共施設が多く立地する桑名駅周辺エリアを対象にソフト・ハ

ードの両面から民間事業者のアイデアや意見を聞き、今後の公

共施設の再編と人口減少対策に繋げる。その為に、サウンディ

ングでは提案事業者のノウハウやアイデアを最大限引き出すこ

とを目標とする。 

②庁内各課が抱える課題や各分野・業界の動向を積極的に収集

し、いま求められているニーズ、また今後求められるであろう

ニーズを的確に把握・整理・予測し、今後の政策や重要な施

策・各種計画の方向性の調整、また、それらを実行していく政

策的な予算編成を行う。 

③従来のシステムに代わる次世代モビリティを取り入れた新たな

交通ネットワークの検討を行う。 

④既存交通と新たな交通との連携を図りながら市内交通全体で持

続可能な移動手段の確保を目指す。また北勢線においては支援し

ている沿線 3市町と連携を図りながら今後の在り方について検討

する。 

⑤本市が、SDGs の（持続可能な開発目標）における 11 番目の「住

み続けられるまちづくり」を推進する中で、社会減を少しでも遅

らせていく実践的な施策を企画、立案する。 

⑥効果的な情報発信ができるように、従来の広報くわなやホーム

ぺージに加え、各ＳＮＳの活用方法を分析し、それぞれの特徴

を把握してニーズに合った情報発信に努める。 

⑦三重大学とも連携を図り、返礼品の充実及び効果的なＰＲを行

い、寄附金額６億円以上を目標とする。 

⑧「本多忠勝」「千姫」の大河ドラマ誘致を通して、全国に桑名市

の魅力を発信する。 

⑨より良い人材の確保 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

①今年度、サウンディング型市場調査を実施し提案事業者との対

話を進め、ソフト・ハードの両面で幅広い意見を聞き、今後の

公共施設再編の方向性を関係所管課と協議する。また、人口減

少に歯止めをかけるアイデアや施策についても同様に進める。 

②部局連携会議や各種包括連携協定等、これまで整えてきたプラ

ットフォームを活用しながら、情報の収集と共有を行う。とり

わけ、ＳＤＧｓ、ＤＸ、ＧＸ分野は、全庁的な取り組みが想定

されるため、庁内の横断的な連携役を担い、水平展開の強化に

努める。 

③昨年度実施したAI活用型オンデマンドバスの実証実験を踏まえ

実装に向けて検証を行い、他地域への横展開も併せて検討す

る。 

また、自動運転サービスの実証実験を行い、将来に向けた持続可

能な公共交通施策の検証を行う。 
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④地域公共交通会議及び次世代モビリティ社会実装研究会を通じ

て地域住民や既存交通事業者と協議を行いながら持続可能な移

動手段の確保を目指す。また、北勢線においては調査研究を行

い、北勢線対策室を中心に沿線３市町及び三岐鉄道㈱と協議を

行う。 

⑤今年度の「人口減少対策パッケージ14万リバウンドプラン」を

着実に実行しつつ、本市並びに近隣市町の社会減の原因の分

析、把握を行い、庁内横断的に協議を進め、効果的な施策を立

案する。 
⑥広報くわな、ホームぺージ、各ＳＮＳの特徴やユーザー情報を

分析・把握し、ニーズにあったツールを活用し、効果的な情報

発信を行う。 

⑦返礼品の充実に努め、桑名市の魅力や取組を効果的にＰＲして

寄附意欲を高めていくことで、歳入確保と市内事業者の収益向

上による経済活性化を図る。 

⑧イベントの開催・出展をすることで、大河誘致を実現する。 

⑨採用試験の方法を見直し、内定後オリエンテーションを実施す

るなど、採用試験の過程や内定後の辞退者を減らす施策に取り

組む。また、社会人経験者の採用方法や初任給を検討し、優秀

な人材の確保に努める。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 桑名・員弁広域連合 

１．現状認識 

と課題 

① 桑名広域環境管理センターの最重点目標は、安全・安心かつ安

定的に施設を稼働させることにあるが、供用開始後18年が経過

し、設備等の老朽化に伴う性能低下が懸念されるなか、予防保

全を前提とした機器設備等の延命化を図っていく必要がある。 

② 令和２年度から開始した桑名広域環境管理センター包括管理運

営業務について、引き続きモニタリングを適正に実施していく

必要がある。 

③ 廃棄物処理に関する理解、認識ならびに不安を解消するため、

安全かつ快適な生活環境の保全、地域住民等との良好な信頼関

係を構築していくことが求められる。 

④ 次期桑名・員弁広域環境基本計画（令和６年度～）を令和４、

５年度の２か年で策定するため、構成市町と調整のうえ計画を

策定していく必要がある。 

 

２．今年度の 

部局目標 

① 施設の適正な保守管理に努め、機器設備等の延命化を図る。 

② 包括管理運営業務の適正な履行監視を行い、処理施設の継続的

かつ安定的な稼働に努める。 

③ 安定した管理運営による施設への信頼性の確保に努める。 

④ 次期桑名・員弁広域環境基本計画の計画に沿った策定に努める。 

 

 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 施設の延命化に向けた取り組み 

・整備計画に基づく点検整備等の実施 

・延命化に向けた対処方法等の検討 

② 包括的民間委託に関する取り組み 

・環境基準の遵守、施設の適正な維持管理等の履行監視 

・委託業者との連携ならびに情報共有の徹底 

③ 施設運営に関する信頼性への取り組み 

・環境に関する測定・分析結果の情報提供 

・地域住民等との良好な信頼関係の構築 

④ 計画策定に向けた取り組み 

・各市町の実行計画を内包した計画の策定 

・環境審議会及び懇話会の円滑な運営 

・パブリックコメントの実施と冊子の完成 

・構成市町との調整、連合議会への対応 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 総務部 

１．現状認識 

と課題 

 

①限られた財源の中で、加速する社会変化への対応とともに、行

財政改革による財政健全化と“桑名の将来へ種をまく”投資、

これらを実現・実践するための予算のあり方が求められてい

る。 

②建設業の最優先課題である担い手確保や長時間労働の是正など

の労働環境改善が要請されている。 

③課税事務の時間外勤務が常態化しており、さらなる効率化、事

務の見直しなどが必要となっている。 

④歳入の確保と負担の公平性を保つため、税債権及び税外債権を

適正に管理する必要がある。 

⑤会計処理の照会や会計書類の不備や誤りに対する指摘・指導

に、多くの時間を割いている。 

 

２．今年度の 

部局目標 

 

①予算編成手法の取組を強化することで、一人ひとりの改革マイ

ンドの向上を促し、限られた財源の中で戦略的かつ効果的な予

算を編成する。 

②令和６年度から適用される罰則付きの時間外労働の上限規制へ

の対応を踏まえて、対象工事に適さないと判断する工事を除

き、全ての工事を週休２日制工事として発注する。 

③令和３年度から実施の市民税当初課税における外部委託の検証

を踏まえ、さらなる効率化を進める。 

④税債権の現年課税分の目標収納率を98.0％以上、過年度分の目

標収納率を30.0％以上とする。また、移管を受けた税外債権の

目標収納率を50％以上とし、滞納処分及び法的措置を実施す

る。 

⑤各部署の会計事務担当者の会計事務に関する知識や事務処理力

の向上を図る。合わせて事務担当者の負担軽減のため、会計事

務の更なる電子化を検討する。 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

 

①「みんなで“変わる”“変える”予算」など、予算編成手法の

取組を強化し、庁内全員参加型で歳入確保・歳出削減を推し進

め、選択と集中による持続可能な予算編成に努める。 

②土木工事は、全ての工事で原則「発注者指定型」で発注する。 

建築工事は、工事担当課や建設業者と調整や意見交換を行い、
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全て「受注者希望型」により発注するための運用方法を確立す

る。 

③市民税の当初課税終了後、委託内容の精査と検証を実施、他市

の先進事例をふまえ今後の業務委託のあり方について検討す

る。 

④係員1人につき平均年間100件（合計1,000件）の差押を実施し、

税及び税外債権の滞納整理を実施する。 

⑤職員のスキルアップを図るため、研修動画の提供や会計事務に

関する手引きの見直しを行い、それらの活用や周知を図る。会

計事務の電子化について、先進市町の導入例等、情報収集を行

う。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 市民環境部 

１．現状認識 

と課題 

① 来庁者が手続きに必要な書類に住所・氏名など、多くの項目に

記入しなければならない。自分が受けられるサービスがわから

ない等、窓口で迷うことが多い。職員も書類ごとに記入方法の

説明、チェック、システムへの入力など負担がある。 

② 社会環境の変化や情報化の進展に伴い、差別事象の形態は陰湿 

かつ巧妙化する傾向にあり、インターネット上での差別や人権 

侵害など様々な人権課題に対応していく必要がある。 

③ <３Ｒ推進に係る施策の実施> 

  地域循環共生圏の形成を促進し、ＳＤＧｓの達成に向けた「ご 

み減量化・再資源化」施策の実施・導入を図る。 

  併せてＤＸ・ＧＸを意識しながら、脱炭素社会の構築への寄 

与を検討していく。 

 <畜犬システムの導入> 

  現管理システムのリース期間が令和６年10月まであり、令和４

年６月から始まっている「犬と猫のマイクロチップ情報登録」

制度に対応したシステム更新の準備を進めていく。 

２．今年度の 

部局目標 

① 書かない、待たない、回らない窓口を実現し、来庁者と職員の

負担軽減を図る。 

② 人権施策基本計画に基づく事業を推進し、人権意識の向上に努

める。 

③ 環境×ＤＸ・ＧＸの推進 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① デジタル田園都市国家構想交付金事業に採択され、今年度、窓

口業務の業務改革に取り組み、対面規制がある手続きについて

は窓口業務支援システムを導入する。オンラインサービスも拡

充し、将来的には「行かない窓口」を目指す。 

② 人権施策基本計画の実施計画に掲げる各事業の進捗状況を把握

し、あらゆる人権問題に対し主体的かつ積極的に人権尊重の視

点に立った施策を推進していく。 

③ 過去に導入した施策の検証等を行い、今後の施策への実行性・有

効性・費用対効果を総合的に勘案しながら、必要な調査研究を積

極的に進めることで目標達成に向けて取り組んでいく。 

  マイクロチップ及び国からの情報に対し、即座に対応でき、市

民にも情報提供ができるシステムを導入することを検討し、環

境×DX・GXを推進する。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

  （R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 桑名広域清掃事業組合事務局 

１．現状認識 

と課題 

① 令和４年度のごみ総搬入量は47,561トン(前年対比1.3％減)。

令和５年度は新型コロナウィルス感染症流行前の51,000トンを

見込。 

年度 令和３ 令和４ 令和５(見込) 

ごみ量（ｔ/年） 48,193 47,561 51,000 

  処理不適物（リチウム電池、スプレー缶等）の混入による発火

事象について。 

② 令和元年度から事業者による可燃ごみ焼却施設、リサイクルプ

ラザ、プラスチック圧縮梱包施設等の一体的な維持・管理運営

を実施。 

③ 令和元年度に稼働停止したRDF化施設の解体撤去について。 

④ 三重固形燃料発電所の跡地について。 

⑤ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴

う分別収集・再商品化について。 

 

２．今年度の 

部局目標 

① ごみ減量の推進と分別の徹底 

② 施設の安全・安定操業の確保と適正な予算執行 

③ RDF化施設解体撤去工事の発注 

④ 三重固形燃料発電所の跡地活用について県・構成市町と方向性

を整理する。 

⑤ 容器包装以外のプラスチック製品の処理方針を整理 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 構成市町担当者会議等を通じて課題や対応策を整理するととも

に構成市町と連携した啓発を実施する。 

② モニタリング会議等を通じて適正かつ確実な履行確認を実施す

る。また、計画的な維持補修により効率・効果的な予算執行に努

める。 

③ 設計金額を整理して予算を確保する。その後、入札公告等の作

成、入札手続きを経て、事業者の決定及び契約締結を行う。 

④ 県、組合の共有地の整理を進めるとともに、県主催の跡地活用検

討委員会において、県、構成市町と協議を進める。 

⑤ 容器包装以外のプラスチック製品の分別・回収・再商品化の方

法について構成市町と情報を共有し協議を進める。 

 

 

 



 12 

令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 地域コミュニティ局 

１．現状認識 

と課題 

① 地域創造プロジェクト（案）の推進を図っている。 

まちづくり協議会条例を制定し、地域のまちづくりの基本理念 

市の役割、協議会の設立に関する事項などを定め、令和3年度

には、まちづくり協議会の本格的な運営、活動を支援するまち

づくり交付金規則を定めた。令和4年度において、まちづくり

協議会の立ち上げに向けた準備組織１３地区中、８地区をまち

づくり協議会として認定したところである。これで、市内 

２９地区中、半分の14地区でまちづくり協議会が立ち上げられ

た。まちづくり協議会の設立がゴールではなく、いよいよこれ

からがスタートである。地域が主体となってまちづくりを進め

る新たな仕組みについて、地域説明等を通して理解と意識の醸

成を図るとともに、地域が持続可能な取組を、行政として適切

に支援していく必要がある。 

② 大山田地区市民センター及びまちづくり拠点施設の整備につい

ては、令和6年度の完成に向けて、昨年度に引き続き、将来を

見据えた行政窓口や市民が街づくり活動等に参加できる場の整

備が課題である。 

③ 家族構成の変化や働き方の多様化により、男女共同参画社会の

課題も変化している。外国人住民は年々増加し、国籍は多様化

している。こうした変化・多様化に対応した取り組みを実施す

る必要がある。 

④ 総合運動公園プール整備・運営事業について、令和８年３月の

完成に向け、今年度中にプロポーザルの実施、優先交渉権者の

決定、事業契約の締結を行う必要がある。 

⑤ 各施設の経年劣化が進んでおり、機能を適切に維持するため、

費用対効果の改善を図りつつ、可能な限りコストを縮減する必

要がある。また、利用者が減少傾向の施設もあり、サービスの

あり方の検討も必要。 

２．今年度の 

部局目標 

① 地域創造プロジェクト（案）サードステップの推進 

② 消防庁舎等再編整備における地域コミュニティ機能整備の推進 

③ 性別や国籍などに関係なく多様な人材が活躍できる社会の実現 

④ 総合運動公園プール整備事業の推進 

⑤ 公共施設マネジメントの観点を踏まえ、広い視点で施設のあり

方を整理 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 正式にまちづくり協議会として認定された協議会に対し、安定

的な運営、活動ができるよう支援を行う。 

まちづくり協議会設立準備委員会等への助言や財政支援などの 
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支援を行い、令和5年度にまちづくり協議会の設立を目指して

いる準備組織に対して認定を行う。 

準備組織が未設定地域においては、意識の醸成を図るため、広

報による啓発や地域向け講演会・職員研修を実施する。 

意識の醸成を進めるとともに、地域のまちづくりに少しでも関

心を持っていただき、まちづくり協議会の設立に向けた取組を

促進させ、一つでも多くのまちづくり協議会が設立できるよう

事業を進める。 

② 大山田地区市民センター及びまちづくり拠点施設整備について

は、令和4年度に事業者が決定した。引き続き、工事期間中の

大山田地区市民センターの事務機能移転に伴い、庁内会議、関

係機関との連携を図る。また、新たな行政窓口を推進するた

め、郵便局との連携を深める。 

③ 関係機関と連携し、セミナーの開催、雇用対策や柔軟な働き方

への対応の支援、地域社会における多様な人材の育成ととも

に、多言語による情報発信の強化を図る。 

④ アドバイザリーを活用しながら事務を適正かつ迅速に行うとと

ともにスケジュール管理を徹底し、年度内にプロポーザルの実

施、優先交渉権者の決定、事業契約の締結を行う。 

⑤ 利用者のニーズを把握し、よりよいサービス提供を行うととも

に、公共施設等総合管理計画に沿った施設管理を進めるため、

施設の機能を維持しつつ、今後の利用者の推移や需要の変化を

踏まえ施設のあり方を検討する。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 産業振興部 

１．現状認識 

と課題 

①【企業誘致】桑名市の人口は、令和４年２月に14万人を下回る

事態になっており急激に人口減少が進んでいる。そのような中

地方自治体として持続し生き抜くためには、政府の政策を待つ

のではなく、自らが主体的に人口の流入促進施策、税収確保策

を行い強固な財政基盤を確立する必要がある。 

②【商工振興】世界経済の構造変化により市内の中小企業は原油

原材料価格の高騰、部材調達難、人材不足の課題に直面してい

る。市内企業の大多数を占める中小企業は地域雇用、地域経済

を支える重要な存在であることからより身近になれるよう制度

づくりが必要である。 

③【ファン（関係人口）拡大】一大観光リゾート地を抱える桑名

市ではあるがナガシマリゾートの知名度は全国区ではあるもの

の、桑名市内の観光コンテンツの知名度は乏しい。情報を届け

る作業を強化し、認知度向上と桑名と何らかの関わりをもつ関

係人口の拡大を図ることが重要である。 

④【多面的機能の発揮】近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住

化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によ

って支えられている多面的機能（国土の保全、水源の涵養、自

然環境の保全、良好な景観の形成等）の発揮に支障が生じつつ

ある。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等

の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担が懸念されて

いる。 

⑤【竹資源循環システム】平成28年度から放置竹林の整備と伐採

した竹を資源に変える新たな循環システムの構築に取り組んで

おり、令和２年度からは桑名竹取物語事業化協議会を中心に持

続可能な事業の実現を進めている。現在試験的に取り組む分野

が多岐にわたっているため、一貫した事業の絞り込みができて

おらず、新たな事業体の確立等、次の段階に移行できていな

い。今後の本格的な事業確立のためには出口戦略（需要喚起）

及び本市と近隣市町の広域連携も含めた供給体制の構築を同時

に進める必要がある。 

２．今年度の 

部局目標 

①ワンストップ窓口対応件数 100件以上 

新規誘致活動件数 12件以上 

新たな企業誘致または投資案件 １件以上 

②桑名市中小企業振興条例（仮称）の制定 

③情報を届ける作業を強化し、桑名ファンクラブを創設。 

桑名と何らかの関わりをもつ関係人口を拡大させる。 

ファンクラブ登録者 3,000人 
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④多面的機能を支える共同活動を行う地域の拡大を図るため、多

面的機能支払交付金事業に取り組む地域を２カ所以上増やす。

（既取組地域：30カ所、市内農家組合数：132組合） 

⑤「放置竹林の減少」という最大目標のために、新たな事業体の

設立に寄与する竹材の需要喚起と供給体制の整備を促進する。 

・新たに竹製品等を導入する企業・団体数 R4:0者→R5:2者 

・竹材を活用した有機農業実施農家 R4:2経営体→R5:5経営体 

・連携事業を実施する三重県内市町数 R4:0市町→R5:2市町 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

①企業誘致戦略ビジョンを作成し、市の方針を内外へ発信する。

半導体企業、次世代エネルギー関連企業への優遇措置などを組

み入れる桑名市企業等誘致促進条例の改正を行い、税収の獲得

を狙う。また、併せて企業立地パンフレットを企業ニーズに合

った桑名市独自の内容に刷新することで他市との区別化を図

る。 

②他自治体、三重県など先行して条例を制定している事例、中小

企業が求める具体的な支援を研究する。 

③媒体としては広告や新聞、雑誌といったものから、SNSまである

が、掲載からずっと見ることができ、関連付けが有効であるイ

ンスタグラムが最も効果的と考え、桑名ファン獲得のシステム

を構築する。また、認知度向上を通じて市への移住希望者の裾

野を拡大させる。 

④多面的機能支払交付金事業の対象エリア（農振農用地）の農家

組合等に対し、様々な機会を通じて事業の周知、説明を行うと

ともに、特に修繕等の要望が多い農家組合に対しては本事業へ

の参加を直接的に促す。また、本事業を活用することによるメ

リットが拡充されるよう国・県に働きかける。 

⑤需要喚起のために協議会と連携して、公共施設のみならず市内

企業等にSDGsの取組に繋がる竹製品の導入依頼を進める他、地

域の農業者に竹材による有機農業の拡大を図るために技術的な

支援を実施する。また供給体制の強化のために協議会による三

重県内市町（竹の多い北勢、中勢中心）からの竹材供給に向け

た取組を支援する。 

 

 

  



 16 

令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 保健福祉部 

１．現状認識 

と課題 

① 高齢・障害・子ども・困窮などの様々な課題に対し、縦割りを

排した総合的な福祉サービス提供体制を構築し、「新しい福祉の

かたち」を実現していく必要がある。 

② 昨年度から開始したひきこもり支援においては、当事者が置か

れている状況やニーズが異なるため、多様な支援メニューが必要

である。 

③ 障害者やその家族が住み慣れた地域社会で安心して生活を送

ることができるよう、福祉サービスや相談支援体制の充実に努

め、地域の中での支え合いや連携強化を図る必要がある。 

④ 誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる地域

共生社会の実現と、2040年への備えを引き続き進める必要があ

る。 

⑤ 急速な高齢化と生活習慣の変化を背景にがん・生活習慣病が増

加しており、適切な予防対策が必要である。 

⑥ 団塊世代の後期高齢者医療制度への移行が続き、国保加入者が

減少する一方、医療の高度化や高額薬剤の出現により、1人あたり

保険給付費は一貫して増加傾向で、厳しい財政運営を強いられて

いる。 

⑦ 新型コロナウイルス感染症の流行は継続しており、令和５年度

も特例臨時接種が延長となり、重症者を減らすことを目的として

コロナワクチン接種を継続される。また、次年度以降の接種も見

据えて、安定的な制度のもとでの接種体制の構築が必要。 

 

２．今年度の 

部局目標 

① 桑名市社協と連携した様々な福祉サービスの円滑な提供及び

社協の安定的な運営 

② 多様なニーズがあるひきこもりに対する支援内容の充実 

③ 桑名市障害福祉計画に基づく障害福祉サービスの実施及び令

和６年度からスタートする第７期桑名市障害福祉計画の策定 

④ 中長期的な介護ニーズの見通しやサービス事業、保険料等につ

いて示す次期地域包括ケア計画（第９期介護保険事業計画・第10

期老人福祉計画）の策定 

⑤ がん・生活習慣病等の健康課題に対し、関係機関と連携した予

防対策に取り組むことによる健康寿命の延伸 

⑥ 国保加入者が安心して医療を受けられるようにするため、制度

の持続的かつ安定的な運営に向けて、健全な財政運営を目指す。 

⑦ 国、県、桑名医師会、医療機関等と連携した、接種希望の対象

者に対する円滑なワクチン接種実施体制の継続 
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３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 社会福祉法人を監督する立場であることも踏まえて運営状況

を随時確認し、各施設の運営について桑名市社協と協議を重ね

る。 

② 相談支援に加え、居場所づくりや地域のネットワークづくりに

も取り組んでいく。 

③ 事業者や関係機関と連携して障害者福祉計画に基づくサービ

スの必要量を確保し、また現状の分析によりニーズを把握して次

期計画を策定する。 

④ ニーズ調査や在宅介護実態調査、関係団体のヒアリング結果の

分析などにより課題を洗い出し、「地域包括ケアシステム推進協

議会」において必要な介護サービス等の事業を定めて計画を策定

する。 

⑤ 医師会や医療機関等との連携により、がん検診やより充実した

生活習慣病予防対策を実施する。 

⑥ 収入の確保や支出の増加抑制に努める一方、県内の国保加入者

間の公平性の確保及び将来の保険料水準の予見可能性を高める

県と市町による保険料水準統一の議論に積極的に取り組む。 

⑦ 迅速な情報収集のもと、医師会等との密接な連携と適切な情報

発信に努める。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 子ども未来部 

１．現状認識 

と課題 

① 少子化、人口減少の状況を踏まえて、人口減少対策を進め、住

民の定着環境を整備すべく子育てしやすい環境をつくるため、

子育て支援施策の充実を図る必要がある。 

 

② 国によるこども家庭庁の創設や今後打ち出す“従来とは次元の

異なる少子化対策”の動向などを注視し、基礎自治体として、

施策への対応が求められている。 

 

③ 共働き世帯の増加や幼保無償化などにより保育ニーズは高い水

準で推移しており、引き続き、待機児童対策や保育の質の確保

に向けて取り組んで行く必要がある。また、将来の保育士確保、

保育サービスの向上も進めて行かなければならない。 

 

④ 桑名市子ども・子育て支援事業計画の次期計画を策定するため

の基礎資料を得て、子育て当事者のニーズに応じた計画づくり

を進める必要がある。 

 

⑤ 児童虐待通報件数が年々増加していることに加え、子どもの貧

困、ヤングケアラーなど課題が複雑化しており、地域と連携し

た支援を強化する必要がある。 

 

⑥ すべての方が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を整備

するためには、母子保健事業の充実をはじめ、子どもの発達支

援、保育所（園）、幼稚園、学校、医療機関等と連携した途切れ

ない支援を提供する必要がある。 

 

２．今年度の 

部局目標 

① 人口減少対策の推進（子ども医療費の18歳年度末までの対象年

齢及び窓口負担無料の拡大、桑名市版子ども応援手当の支給開

始、選べる桑名子育てリフレッシュ事業等の円滑な実施） 

 

② 国によるこども家庭庁の創設や今後打ち出す“従来とは次元の

異なる少子化対策”に対応する体制整備 

 

③ 待機児童０(ゼロ)の継続と公共施設マネジメント、デジタル化

の視点を踏まえた働きやすく、預けやすい保育環境整備 
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④ 桑名市子ども・子育て支援事業計画策定の基礎資料を得ること

を目的としたニーズ調査の実施 

 

⑤ 関係機関と連携を強化し、児童虐待重篤事例０（ゼロ）を継続

する。 

 

⑥ 保健・医療・福祉・教育が連携を図りながら、妊娠期から子育

て期に至るまで途切れのない支援を確立する。また、子どもの

発達・医療的ケア児の支援における環境づくりを推進する。 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① 各制度に対応した条例改正、システム改修、契約、申請や支給

等の手続きを着実に進めていく。また、関係機関へ協力を依頼

するとともに、ホームページや広報等において広く周知する。 

 

② 創設されたこども家庭庁では、子どもの意見を施策に反映させ

ることで「こどもまんなか社会」の実現をめざしており、子ど

もの意見を施策に反映させるべく努めていく。また、本年３月

に公表された“従来とは次元の異なる少子化対策”のたたき台

では、児童手当の拡充、保育所入所に関する利用要件の緩和、

保育士の配置基準の見直しなどが挙がっており、制度改正が具

体化した段階で順次、対応を進める。 

 

③ 保育施設における低年齢児等の受入れ促進をはじめとした待機

児童対策及び私立保育園の施設整備補助を行う。また、保育士

修学資金貸付や大学と連携したワーキングスタディの実施など

で保育士の確保を行うとともに、デジタルを活用した保育サー

ビスの充実を図る。 

 

④ 桑名市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて、桑名市子

ども・子育て会議において議論を進めながら、子育て当事者を

対象としたニーズ調査を実施し、その結果をまとめる。 

 

⑤ 要保護児童及び DV対策地域協議会の活性化などにより、関係機

関との連携をより密にすると共に、地域における子どもの居場

所づくり、里親開拓などを通して地域支援体制を強化し、児童虐

待等の早期発見、早期支援を行う。 

 

⑥ 産後ケア事業や健診体制の充実、多胎児、医療的ケア児を養育す

る世帯への支援、発達が気になるこどもの早期発見など、母子保

健、要保護児童世帯支援等を包含する子ども総合センターが、関

係機関等と連携し、支援体制の強化を図る。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 都市整備部 

２．現状認識 

と課題 

①人口減少に伴い市営住宅のあり方や空き家対策、また、多様化する住ま

いニーズに対応する住宅施策の取り組みが必要である。 

②社会構造の変化が進む中、持続可能な都市形成や経営が求められており、

未来を築く脱炭素で安全安心な質の高い社会資産を蓄積する必要がある。 

③着実な企業進出が進む中、交通量が増大することで周辺への影響が危惧さ

れ、財政基盤の確保に資するアクセス道路網の整備が急務である。また民

間開発に伴う境界確認業務も早期対応が求められている。 

④道路、水路、交通安全施設や公園などの維持管理について、大規模な工事

が必要な場合すべての要望に応えられない状況である。 

⑤桑名駅西広場へのアクセス道路の整備に向けて、インフラ事業者等関係機

関との調整及び詳細な計画が必要である。また、桑名駅東側のにぎわいの

創出に向けて継続的な協議が必要である。 

２．今年度の 

部局目標 

①今後の市営住宅のあり方、空き家等に関連する事業の運用の検討と共

に、地域特性に応じた住宅施策を展開するための基本計画を策定する。 

②土地利用の促進と質の高い社会資産の確保に資する取り組みを促進する。 

③大山田PAでのSIC化に向け、国による準備段階調査と桑名北部東員線の整備

促進及び都市計画決定の変更、並びに境界確認業務の省略化を図る。 

④道路、公園施設などの市民満足度の向上を目指し、事故防止のため、効率的

な予算執行により適正な維持管理に努める。 

⑤桑名駅西広場へのアクセス道路の整備に向けて調整・整理を行うと共に駅

東西で進める事業をより一層連携させ、駅東口の整備に向けた協議・検討

を行う。 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

①市営住宅や空き家等を含む様々な課題を整理し、先進事例を参考に、達

成目標を設定するなど関係する所管と連携して進めていく。 

②土地利用を促進する迅速な事務の実施と適確な審査指導及びフォローUPを

行うと共に、円滑な事業推進のため関係部局との連携強化に取り組む。 

③関係機関と協議を重ねつつ、区画整理事業等との連携を図り、包括する形で

進め、併せて国や県への要望活動を実施する。また、申請代理人との協議を

十分に行い、できる限り現地での立会い件数の減少を図る。 

④管理する市道や公園のパトロール強化に努め、ICT 道路調査や路面下空洞調

査の結果などに基づき、庁内関係所管と連携を図り、効率的かつ計画的な維

持管理に努める。 

⑤駅西広場へのアクセス道路整備を効率的に実施するために、桑名中央線以北

の詳細設計を進めるとともに関係機関との調整を密に行い、早期の工事着手

を目指す。また、東側の関係事業者や関係機関との継続的な協議や意見交換

等を実施する。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 上下水道部 

１．現状認識 

と課題 

 

① 社会情勢や事業の見直し等による上下水道事業経営戦略の精査

が必要となっている。 

② 水道施設の老朽化が進んでおり、更新・耐震化を進める必要が

ある。 

③ 下水道の持続的な事業運営に向けた施設整備が必要である。 

④ 近年の異常気象等による雨水浸水対策を行う必要がある。 

⑤ 知識・経験の少ない職員が多く、緊急時等に対応できる職員の

育成が課題である。 

 

２．今年度の 

部局目標 

 

① 上下水道事業経営戦略の見直しを行う。 

② 水道事業基本計画に基づく管路の耐震化・施設の更新を進め

る。また、基本計画の見直しを行う。 

③ 下水道未普及地域の普及拡大およびストックマネジメント計画

に基づく施設の長寿命化・耐震化を進める。 

④ 下水道事業計画に基づき浸水対策を進めるとともに、市内全域

の内水浸水シミュレーションを行う。 

⑤ 職員の技術の向上と人材育成を図る。 

  

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

 

① 水道事業基本計画およびコストキャップ型下水道整備等との整

合性を図り、上下水道事業経営戦略の見直しを行う。 

② 水道施設の更新・耐震化を進めるにあたり、従来の発注に加え

て、公民連携手法を取り入れ事業の効率化を図る。 

③ コストキャップ型下水道整備等を進めるとともに、既存施設の

長寿命化・耐震化を進める。 

④ 既存施設の更新・整備を進めるとともに、関係部局と連携し、

内水浸水シミュレーションを進め、浸水対策を図る。 

⑤ 部内の情報共有、コミュニケーションを図り、併せて外部の研

修等も活用し、知識の向上と人材育成を図る。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 教育委員会 

１．現状認識 

と課題 

① 義務教育学校多度学園は、本年１月に事業者と契約を締結し、

現在、設計を進めている。 

このような中、令和８年４月の開校に向け、今年度は、都市計

画決定・都市計画事業認可・農地転用許可などについて、速や

かに手続きを行い許認可取得し、工事に着手する。 

② 人口減少・少子化による児童生徒数及び学級数の減少や学校施

設の老朽化が進行している中、子どもたちにより良い教育環境

を提供するために多度地区以降の小中学校の再編を進める必要

がある。また、トイレの洋式化・バリアフリー化などの教育環

境の改善を進めるとともに、老朽化が進み更新時期が近づく学

校施設の維持管理を、事後保全型から予防保全型へ変更して、

施設躯体の長寿命化を目指した安心安全な学校作りを行う必要

がある。 

③ ９年間を通しての学びの保障を意識し、すべての児童生徒が意

欲をもって学習に取り組めるよう、一層の学習環境整備をして

いく必要がある。 

④ 不登校児童生徒が増加傾向にある。 

⑤ 今もなお存在する差別事象・差別意識に対して、差別をなくす

ための実践行動ができる子どもの育成が求められている。ま

た、３つの解消法（障害者差別、ヘイトスピーチ、部落差別）

や「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」をふ

まえた教育と啓発、インターネット上の差別など新たな差別の

問題に関する教育と啓発を推進する。 

⑥ さまざまな支援を必要とする子どもへの充実した指導・支援体

制が必要である。特に、障害等の特性により特別な支援を必要と

する子どもや医療的ケアを必要とする子どもが増加、日本語指

導を必要とする外国人児童生徒の多言語化等に対応した支援の

充実を図り、一人ひとりの学習保障や安心できる学校生活を保

障する必要がある。 

⑦ 時間外労働時間の平均時間は改善しつつあるが、月80時間を超

える教職員が小中学校ともにいて、中学校で多い傾向にある。 

⑧ 令和８年４月予定の義務教育学校多度学園の開校により廃校と

なる小中学校跡地活用の議論を早急に進めていく必要がある。 

⑨ Ｒ元、２年度に整備した児童生徒の学習用端末などＩＣＴ機器

の更新時期を６、７年度に控え、今後のＩＣＴ環境整備を検討

していかなければならない。 

⑩ 市全体の給食調理業務を見直す必要がある。 

⑪ 児童・生徒が安全に通学できるよう、通学路の安全確保を継続
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して行う必要がある。 

 

２．今年度の 

部局目標 

① 許認可取得の達成による工事着手。（義務教育学校多度学園） 

② 再編の必要性について学校関係者をはじめ、市民から一定の理

解を得るとともに、再編計画の策定を進める。併せて、トイレ

便器の洋式化やエレベーター設置、非構造部材の地震対策、給

食室など施設設備を更新し、学校施設適正管理計画および防災

整備計画の進捗を図る。 

③ 小中一貫教育を一層進め、授業中における子どもの学びの様子

を的確につかみ、それに基づく指導支援を徹底と、一人ひとり

の子どもを主語にした学びの実現、子どもの発達に応じた一貫

性のある生徒指導を推進する。 

④ 教職員のチーム対応による児童生徒の観察と不登校未然防止、

その指導支援を強化する。 

⑤ 人権教育の推進と充実を図る。 

⑥ 特別支援教育及び外国人児童生徒教育の推進と充実を図る。 

⑦ 時間外労働時間が月80時間を超える教職員を0人にする。 

⑧ 多度地区において学校跡地活用についての市民説明会を開催

し、必要な各種情報を市民に提示し、対話を重ねることで市の

方針への理解を得る。 

⑨ ＩＣＴ機器の更新に向けた整備方針を決定する。 

⑩ 安全安心な学校給食を提供するため、持続可能な方法を検討す

る。 

⑪ 学校・保護者・地域の方をはじめ、警察、道路管理者など関係

機関と連携して通学路の安全対策を継続して図っていく。 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

① スケジュール感をしっかり持ち、庁内関係部署の協力を得て、

許認可取得を円滑に進め、工事に着手する。 

② 庁内関係部署との協議、調整の上、地域等への事前調整等を行

なうことで、再編についての議論を円滑に進めていく。また、

学校再編と連携した学校施設適正管理計画の見直しや実施計画

に基づく予算の計上を行い、整備事業の確実な進捗を図る。 

③ 小中一貫教育の一層の推進を図り、「授業改善10か条」に基づ

く「指導と評価を一体化した授業実践」「総合的な学習の時間

等を核とした探究的な学びの実践」の視点で指導支援してい

く。また、1人1台タブレットを、児童生徒自らが考え、判断

し、表現していくための文房具の1つとして効果的に活用し、

家庭学習での活用を促進していく。 

④ 教職員のチーム対応による児童生徒理解と「不登校対応支援シ

ート」を活用した対応や学校における取組の好事例を収集して

情報提供を行うことで、各校の取組に繋げる。 

⑤ 小中一貫中学校ブロックでの協議・実践交流を深める。 
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・同和教育副読本「あゆみ」や三重県作成指導資料等を活用する。 

・「小中学校人権フォーラム」等の取組を軸に据え、差別をなく 

す主体者として子どもたちが自分から行動できる力を育成する。 

・実践力のつく教職員研修を企画・実施する。 

⑥ 特別な支援や医療的ケアを必要とする子どもの実態をつかみ、

関係機関と連携を深めながら途切れない支援体制を構築する。 

・OriHime（オリヒメ）等ICT機器及び巡回看護師の活用を進める。 

・指導主事による各校への訪問指導や実践的な研修会を実施し、関

係教職員の力量向上を図る。 

・「初期日本語指導教室『なかま』」を中心に、外国人児童生徒

の学力・進路保障に向けた指導カリキュラムやバンドスケール

等の支援体制づくりを進める。また、初期の日本語指導が必要

な外国人児童生徒が「なかま」に通えるようにタクシーによる

送迎を行う。 

⑦ 「部活動の在り方検討委員会」を開催し、今後の中学校の部活

動について検討するととともに、教員の働き方改革について協

議していく。また、各校での働き方改革における効果的な取組

例を収集して情報提供し、具体的な改善策立案と実践を促す。

各校においては、学校方針の中に、働き方改革に資する数値目

標を明記し、改善意識を持続する拠り所とする。 

⑧ 庁内関係部署との協議、調整の上、地域等への事前調整等を行

なうことで、学校跡地活用についての議論を円滑に進めてい

く。 

⑨ 国からのＩＣＴ整備に関する補助金等の情報収集しつつ、６年

度に更新を迎えるＩＣＴ機器について、端末を含めた機器の選

定や規模等について検討を進め、整備方針を決定する。 

⑩ 業務委託等、多面的に給食の提供方法を検討する。 

⑪ 通学路交通安全プログラムに沿って実施される通学路交通安全

推進会議において、地域や保護者から挙げられた危険個所の効

率的・効果的な対応策を関係機関と検討する。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 議会事務局 

１．現状認識 

と課題 

①昨年12月に改選があり、８人もの新人議員が誕生した。また二

期生も８人おり、過半を一期生、二期生で占めている現状の

中、早急に議会の例規や申し合わせ等をご理解いただき、円滑

な議会運営に努める。 

 

②桑名市議会では、議会改革を引き続き推進するため、改選後も

引き続き「議会改革推進特別委員会」を設置しいている。 

様々な意見・考えを持つ委員がいる中、議論を重ね、合意を得な

がら一歩一歩着実に改革を進めており、時代に即した改革の支援

を行う。 

 

③市民に開かれた議会を目指し、「議会だより」の発行や「議会

いきいきトーク」「議会報告会」「会議のインターネット映像

配信」「市議会ＨＰ」での情報発信など、多様な手段で広く広

報している。 

 

２．今年度の 

部局目標 

①円滑で効果的、効率的な議会運営に努める 

 

②議会改革を推進するための支援を行う 

 

③市民に開かれた議会活動の推進に努める 

 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

①執行機関の関係部局と綿密に事前調整を行い、本会議及び委員

会の運営が効果的で効率的に行われるようサポートを行う。ま

た議員間の調整も行う。 

 

②「議会改革推進特別委員会」において、課題となる事項につい

て委員間協議が行われることから、会議にあたり、資料提供は

もとより円滑に会議が行われるよう、事前に関係部局や委員間

の調整を図り、サポートを行う。 

 

③「議会だより」の発行や「議会いきいきトーク」「議会報告

会」「会議のインターネット映像配信」「市議会ＨＰ」での情

報発信など、引き続き、積極的な公開を行う。 

また、市民に参加しやすい議会を目指し、傍聴規則の改正も行

う。 
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令和５年度の部局の目標・方針 

（R5.4.18部長会議資料） 

部 局 名 消防本部 

１．現状認識 

と課題 

①消防庁舎等再編整備事業について、令和６年度の完成に向け、関係部

局が連携・協力し、事業を着実に進める必要がある。 

②頻発激甚化する自然災害の増加に伴い、効果的・効率的な部隊運用が

必要となることから、初動体制・情報収集のあり方や緊急消防援助隊

等の受援体制についての訓練の充実を図る必要がある。 

③個人の資質を向上させ組織力を底上げし、災害に迅速かつ的確に対応

するため、専門的な知識及び技術の向上に向けた教育訓練を実施する

必要がある。 

④火災による死者の多くは住宅火災で発生し、その主な原因は「逃げ遅

れ」となっていることから、「逃げ遅れゼロ」を目指し、住宅防火対

策の推進を図る必要がある。 

⑤増加する救急搬送に対して、救急隊員の更なる知識・技術の向上が必要

である。 

２．今年度の 

部局目標 

①消防庁舎等再編整備事業の推進 

②大規模災害等に備えた災害対応力の充実強化 

③職員に対する教育訓練の充実 

④住宅防火対策の推進 

⑤救急隊員の資質の向上 

３．目標達成 

  のための 

  手段及び 

  方策 

①６月に本体施設等の工事請負契約を締結、12月に立体駐車場を建設

後、所有権を市に移管する。また、事業者と十分協議を行い、本体施

設の開発工事、建設工事に着手する。 

②６月から「桑名消防ドローン隊」を正式運用させ、災害対応能力を向

上させるとともに、ＤＸ技術を活用した警防本部の運用について、風

水害及び震災を想定した図上訓練を継続的に実施する。 

③消防学校への入校教育や各所属への救急・予防・火災原因調査の巡回

教養及び「予防課実務（ＯＪＴ）研修制度」を引き続き実施する。 

④今年度から新たに住宅用火災警報器の点検支援の開始及び住宅用火災

警報器取付け支援の対象者を希望する高齢者世帯から全世帯に拡充す

るとともに、高齢者を対象とした防火講話を重点的に行う。 

また、「住宅防火講習会」「住宅防火診断」「企業防火講習会」は継

続して実施する。 

⑤新たに上級指導救命士１名を配置するとともに、現行の指導救命士６

名に加え、今年度３名の指導救命士を育成する。また、指導救命士同

乗研修や救急研修用映像を作成し、全救急隊が統一した救急教育を実

施する。 

 


